
第18回オンライン勉強会
社労法務システムLunomaで行う算定業務

2026年5月20日（水）13：30～14：10

＜本日のプログラム概要＞
　●本年度の算定に関するアップデートについて
　●算定データ作成
　●電子申請
　●アンケートのお願い　

音声ミュートのご協力をお願いいたします



算定業務アップデートスケジュール

算定に関連するアップデートはありませんので、

算定データ作成および一括申請データ作成を行っていただけます。

※電子申請受付期間については日本年金機構より

毎年原則「7月1日から7月10日まで」と公開されています



算定の流れ

①データ事前チェック
　　・賃金データ
　　・社保区分
　　・通勤手当一括支給対象者

②算定データ作成
　　・賞与年４回支給調整
　　・年間賃金試算

③電子申請
④決定更新
　　

詳しくは【FAQ1197】【算定基礎届を作成したい】　をご覧ください



①データ事前チェック 　

【算定データ作成　事前チェックリスト】
　　　　賃金管理データの登録状況を確認できます

①７０歳以上被用者 については、
【個人情報管理】「７０歳以上被用者の設
定」の登録情報を反映します

②標準報酬月額 は、【個人情報管理】の
標準報酬月額欄を反映します

③算定期間の賃金データ は【賃金管理】
で登録された賃金データを反映します

④社保雇保被保険者区分 は、賃金データ
に登録された区分を反映します



①データ事前チェック 　

【通勤手当一括支給者　確認リスト】
　　通勤手当のならしが必要な従業員を確認できます

①個人マスターに登録された通勤手当情報
【個人情報管理】通勤手当に登録された情報が
表示されます。
「一括給与」支給の登録がされている場合は、
算定処理で通勤手当を均すことができます

②給与計算結果
給与計算をしている場合、参考値として通勤手
当の情報が表示されます
※均すことができる通勤手当は個人マスターに
登録された情報となります

詳しくは【 FAQ944】【通勤手当が一括支給されている従業員一覧を出したい】をご確認ください



①データ事前チェック 　

【賃金管理データ社保区分変更】メニューで

賃金管理データの情報を一覧で修正更新できます

ただし、修正した内容は個人情報管理には反映しません

詳しくは【FAQ1518】【賃金管理データに登録された社保区分を変更したい】をご確認ください

①社会保険算定除外金
　算定データ作成時に取り扱いの設定をします

②賃金変動・昇降給差額
　月変対象の判定に使用します
　算定データに「昇降給区分」「昇給差月額」    　「昇
降給月」が反映します



①データ事前チェック 　

③雇用形態
　♦各月ごとに算定データに反映します

♦雇用形態は個人情報管理「雇用形態」から反映します

パート（短時間就労者）該当要件
「パート」「アルバイト」「臨時」
・短時間就労者とは？
　1週間の所定労働時間および 1ヶ月の所定労働日数が、
　通常の労働者の 4分の3以上である従業員が該当

・算定対象基礎日数
　支払基礎日数が 17日以上の月がある場合：
　　支払基礎日数が 17日以上の月を計算対象とする
　すべての月で支払基礎日数が 17日未満だが15～16日の月がある
場合　　支払基礎日数が 15～16日の月を計算対象とする

【賃金管理データ社保区分変更】メニューで

賃金管理データの情報を一覧で修正更新できます

ただし、修正した内容は個人情報管理には反映しません

詳しくは【FAQ1518】【賃金管理データに登録された社保区分を変更したい】をご確認ください



【賃金管理データ社保区分変更】メニューで

賃金管理データの情報を一覧で修正更新できます

ただし、修正した内容は個人情報管理には反映しません

①データ事前チェック 　

④給与区分
　基礎日数の設定にかかわります

⑤健康保険・厚生年金保険加入区分
　各月ごとに算定データに反映します

詳しくは【FAQ1518】【賃金管理データに登録された社保区分を変更したい】をご確認ください



【賃金管理データ社保区分変更】メニューで

賃金管理データの情報を一覧で修正更新できます

ただし、修正した内容は個人情報管理には反映しません

①データ事前チェック 　

⑥短時間労働者該当有無
　♦算定データ作成時に取り扱いの設定をします

♦個人情報管理から反映します。

　　短時間労働者該当要件
　　　【事業所情報管理】　　　　　　　【個人情報管理】

　　　　　□特定適用事業所区分　　　　　□短時間労働者

　　　　　　

詳しくは【FAQ1518】【賃金管理データに登録された社保区分を変更したい】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆作成条件設定画面◆

時給者

日給者

「労働日数」「有給休暇日数」「休日労働日数」「特
別休暇日数」の計
・労働日数以外を反映させたくない場合は、
　□有給・特休・休出の日数は加算しないにチェック

日給月給者
所定労働日数　または　暦日
・欠勤日数を「所定労働日数」
　もしくは「暦日」から控除するのか選択します

月給者 暦日

①基礎日数設定方法

詳しくは【FAQ1216】【基礎日数の暦日数が正しく反映されていない】
【FAQ1189】【年平均所定所定日数の小数点以下を切り上げたい】
【FAQ322】【算定基礎日数算出方法を「暦日から欠勤控除」を選択しデータを作成したが基礎日数が0になる】
【FAQ1195】【算定 基礎日数が00日になる】　をご確認ください



②算定データ作成 　

◆作成条件設定画面◆ ②月・日数設定
♦賃金管理データから反映させる月度を設定します
　事業所マスター「給与設定」に基づいた
　支払月のある賃金月度が設定されます

♦「所定日数読込」より
　所定日数から欠勤日数を引く場合のみ
　事業所マスターに登録されている所定日数を
　セットします

③社保算定除外の扱い
賃金データに「社会保険算定除外」額が登録されている場合の取り扱いを
月ごとに設定します

遡及支払額に繰り入れ

算定除外額が「遡及支払額」に反映
社保算定除外額を差し引いた賃金額の
３か月平均額が「修正平均額」に計算されます

金銭報酬額から差し引く
算定除外額を差し引いた金額が
「通貨によるものの額」にセットされます

何もしない
算定除外額も含めた金額が
「通貨によるものの額」にセットされます

事業所情報管理



②算定データ作成 　

◆作成条件設定画面◆
④社保月別  加入・非加入設定

加入チェックが入る条件

個人マスターの取得喪失日付より
●給与期間で判断

喪失日が給与締め日より前

個人マスターの取得喪失日付より
●暦日で判断

喪失月は加入している月と判断

賃金データの社保適用区分より 賃金管理データの
　　　　加入区分の情報が反映

⑤月給者（日給月給者）の取得月の基礎日数

セットされる基礎日数

日給扱い 賃金データの労働日数

日給月給扱い 所定日数から賃金データの欠勤日数を引いた日数

月給扱い 暦日　※月給者のみに適用

詳しくは【FAQ1153】【途中入社月でも満額支給されている場合の算定データ作成】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆作成条件設定画面◆
⑥被保険者区分の確認画面表示選択　
　●確認画面を表示する
　　・データ作成前に各月の被保険者区分を
　　　一覧で確認・修正を行うことができます
　　・修正した内容は算定データのみに適用されます



②算定データ作成 　

◆月度途中の資格取得者　加算確認画面◆

算定処理

⑦月度途中の資格取得者  一覧表
算定対象の4・5・6月に資格取得した従業員のうち、
給与期間の開始日ではなく途中から資格取得した者がいる場合のみ、加入月を
算定に含めるかどうかを設定するための対象者一覧が出ます給与期間開始日に
資格取得した従業員は一覧には表示されません

●取得月を除外する
　算定加算設定「加算しない」
　基礎日数が１７日を超えていても算定対象外になります

●修正平均で調整
　加算月の平均額が「修正平均額」に計算されます
　修正平均で算定を行わない場合は「総計に加算しない」
　　※電子申請を行う場合は修正平均での申請が必要です

●備考欄
　「途中入社」にチェック
　「取得日と給与の締め日」がセットされます

詳しくは【FAQ1153】【途中入社月でも満額支給されている場合の算定データ作成】
　　　　【FAQ1194】【基礎日数は17日以上あるが支給額が満額でない為、入社時の報酬月額で算定を行いたい】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆

①♦通貨によるものの額
　　賃金管理データから読み込んだ賃金額が反映

　♦現物によるものの額
　　手入力登録のみ（取り込みはできません）

②決定標準報酬
　申請データに当該項目はありません
　平均額から判定します
　♦「決定標準報酬月額の修正」より手修正も可
    ♦「標準報酬月額決定更新」を行うと
　　個人情報管理の「標準報酬月額 最新」に反映
　　されます
※給与計算時の社保料計算に影響するので漏れのな
いよう決定更新を行ってください

詳しくは【FAQ1157】【算定・月変の決定更新を行う順序】
　　　　【FAQ1176】【算定　決定更新を改定月（９月）が来る前に行っても大丈夫か】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆

③昇降給区分・昇降給差額・昇降給月
　a）個人マスターから反映した「従前標準報酬」と
　「決定標準報酬」を比べ月変対象かを判定します
　b）月変に関する情報が「氏名欄下」「備考欄」にセット
　　されます

７月月変

・昇降給月が４月
・月変届を申請します

※算定データを月変処理に反映させて
　データの作成が可能

月変予定

・昇降給月が５月または６月
・８月月変・９月月変の可能性がある
・算定には含まない
・月変届を申請、もしくは戻り算定になります

月変非対象
・従前の標準報酬月額と２等級以上の差があるが、
昇降給がないため月変対象にはならない
・算定届を申請します

♦月変予定者一括解除
８・９月月変予定と判定をされたものの、月変はしない場合に
一括解除することで算定対象者として算定届を作成できます



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆ ④通勤手当一括支給調整
　（個別で一人ずつ調整または一覧で一括調整）

個人マスターで通勤手当を一括給与支給の登録がされている
場合、通勤手当の均しができます
赤字表記：一括給与支給設定をしているかつ均しが完了してい
ない従業員（調整をすると黒字になります）

個人マスター画面 通勤手当一括支給調整画面

詳しくは【FAQ1186】【通勤手当一括支給者の通勤手当のならし方法（一人ずつ）】
　　　　【FAQ1187】【通勤手当一括支給調整を一覧で更新する方法】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆

⑤賞与４回以上の設定
　♦賞与支給が年4回以上ある場合は、
　　賞与支給額合計を１２で割った金額を算定対象月に加算　　でき
ます
　♦個人情報管理「賞与年４回以上の見込額」もしくは、
　「賃金管理データ賞与額平均」を「通貨によるものの額」に加算　　しま
す

個人マスター画面賞与年4回以上の設定画面



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆

⑥加算設定の変更
　♦算定基礎届は基礎日数に基づいて計算、　 　
決定しますが、「加算設定の変更」にて　　個別
に加算対象月を変更することが可能　　です

　

算定対象基礎日数

一般 １７日以上

パート（短時間就労者） １５日以上

短時間労働者 １１日以上

詳しくは【FAQ1193】【算定　４月分は加算したくない】
　　　　【FAQ1177】【パートタイマーの平均額が３ヶ月平均にならない】をご確認ください



②算定データ作成 　

◆データ入力画面◆ ⑦申請対象者を印刷区分で変更できます

　

申請対象者

電子申請 配布用紙・白紙用紙

紙申請
印刷条件画面にて
印刷区分ごとに選択
して印刷します

◆一覧で印刷区分を一括変更することができます

詳しくは【FAQ1167】【算定基礎届の配布用紙に印字されていない人を提出したい】
　　　　【FAQ1199】【算定基礎届　印刷済用紙に退職者が印字されている為データの順番がずれてしまう】
　　　　【FAQ1173】【算定の届出を「特定者のみ」再提出したい】　をご確認ください



②算定データ作成 　

◆登録内容を一覧で確認する場合◆ ♦算定一覧表
　算定結果を一覧で確認できます
　

月変対象者欄

◎ ７月月変対象者

〇 ８月・９月月変対象者



②算定データ作成 　

◆算定基礎届を紙印刷する場合◆ ♦算定基礎届
　算定印刷条件設定画面が表示されるので、用紙タイプ、　用
紙名称をセットして出力してください。
　印字有無の設定も各項目で行っていただけます。

　



③電子申請 　

◆算定基礎届の電子申請を行います◆
　算定処理メニューからも、一括申請メニューからも
　どちらからも進めることができます



◆出力対象者選択

◆出力対象備考文字の選択
　　算定データで備考欄にセットをしていても、
　　この画面で出力対象にしていないと電子申請データに反映　　しま
せん

７月月変対象者は出力しない
（指定仕様）

通常はこちらを選択

７月月変対象者を出力する

※算定に７月月変者を含めて申請する
と返戻になる可能性があります

７月月変者をあえて
算定届に加えて申請する場合

月変予定者のみ出力する
戻り算定の際に申請対象者を

絞り込むために使用

※ファイル読込
社労法務システムで算定データを作成せず
日本年金機構の「届書作成プログラム」の仕様に準拠した
CSVデー タを取り込んで電子申請を行うことができます

◆一括申請データ作成画面◆

③電子申請 　

詳しくは【FAQ50】【磁気媒体準拠届出ファイルを利用して申請する方法】をご確認ください



③電子申請 　

◆月変予定者の作成確認
　作成した算定データに8月、9月月変予定者がいる場合に表示　さ
れます。
　基本的に８月・９月月変予定者については算定届に含めず、　３か
月分の支給額が確定した時点で月変届もしくは算定届を　申請しま
す

省略する ８月・９月月変予定者を含めず算定届を作成します

省略しない
８月・９月月変予定者を含めて算定届を作成します

※算定に8・9月月変予定者者を含めて申請すると
　返戻になる可能性があります

◆個人番号取得条件設定
　70歳以上被用者の申請には個人番号もしくは基礎年金番号の添　付
が必要です。
　算定データに70歳以上被用者が含まれる場合にのみ個人番号取　
得条件設定画面が表示されます

詳しくは【FAQ1266】【算定　月変予定者だった従業員を算定として申請したい】をご確認ください



③電子申請 　

◆一括申請データ作成画面◆

①算定基礎届を作成する対象者に出力 □が入ります
　戻り算定の時など、特定の人を選択して電子申請をする場合は「全
解除」をクリックし対象者に□を入れて進めてください

②データがエラーになった場合は画面上で修正できます
　半角使用の欄に全角スペースが入っている場合など「エラー　　
チェック」欄に×が表示された場合は修正をしてください。
　この画面で修正しても個人マスター、算定データは変更されま　せ
ん。
　

エラーになるケースとして【FAQ1206】【電子申請データ作成時エラー「賃金が０の人がエラーになる」】をご確認ください



④決定更新 　

◆算定処理データ入力画面◆

♦【個人情報管理】
70歳以上被用者標準報酬相当額
「最新」に反映

♦【個人情報管理】
標準報酬月額「最新」に反映します

◆決定更新のタイミングはいつでも OK！
給与計算・社会保険料のお知らせは「標準報酬月額」に登録された標準報酬月額の適用月を見
て、適切な標準報酬月額に対応する保険料で自動的に計算します

詳しくは【FAQ1157】【算定・月変の決定更新を行う順序】
　　　　【FAQ1176】【算定　決定更新を改定月（９月）が来る前に行っても大丈夫か】をご確認ください



【参考】年間賃金による試算

算定処理

・４・５・６月の報酬から算出した標準報酬月額
・前年７月から６月の報酬から算出した標準報酬月額　 　

・２等級以上の差が生じる場合
・当該差が業務の性質上
　例年発生することが見込まれる場合

※単年度のみなど業務の一時的な繁忙期による報酬の増加等は対象外

比較

詳しくは【FAQ1209】【年間賃金で算定をしたい】をご確認ください

①被保険者報酬月額算定基礎届・
　保険者算定申立に係る例年の状況、　
標準報酬月額の比較及び被保険者の　
同意等

②算定データ備考欄設定
　備考欄「□年平均」に
　チェックがセットされます

③算定データ修正平均設定
　年平均賃金額が修正平均額に
　セットされます

④保険者算定（年間平均特例）に
　おける申立書


